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保護者の皆さまへ 
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携帯電話・スマートフォン等の適切な利用に関するご協力のお願い 

 

 お子さまのご入学、おめでとうございます。 

保護者の皆さまにはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、近年、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末などの普及により、メール

やツイッター、ＳＮＳを利用することが、子どもたちの生活の一部になってきています。

そうした中、「ネット依存」といわれる子どもが増加し、有害情報サイトへのアクセス、

メールや無料通話アプリなどを利用した誹謗中傷など深刻な問題も発生しています。 

このような状況を踏まえ、本校では、平成２６年７月にＰＴＡの皆さまのご協力で、

下記のとおり本校のガイドラインを作成し、生徒及びご家庭にお願いしてまいりました。

おかげさまで、昨年１１月に実施されました「第２回生活実態調査」の中で「学習を最

も妨げているもの」として「電話やメールで時間が足りなくなる」を選んだ生徒は、１

年生１４．０％（６月１９．２％）、２年生１６．８％（６月２６．２）％と減少傾向に

あります。しかし一方、「ゲームをやっていて時間が足りなくなる」と回答した生徒は、

１年生２０．３％（６月１７．０％）、２年生２２．２％（６月１８．９％）と増加傾向

にあります。ケータイやスマホで夜遅くまでＳＮＳなどを利用することは控えなければ

ならないという意識はあるものの、自分一人で楽しむゲームには没頭してしまい、学習

を妨げていると感じている生徒が増えているようです。 

 また、裏面にありますように、平成２６年度には愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会も

保護者の皆さまに啓発活動のご協力をお願いしております。 

この趣旨をご理解いただき、保護者の皆さまにも各家庭からご協力をたまわりますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

記 

 

◆高校生の携帯電話・スマートフォン等の利用についてのガイドライン 

 

１ 午後 10時から翌朝６時までは、友人とのメールの交換・ラインなどのＳＮ

Ｓへの書込み・投稿をしない。 

２ 学校内での利用は学校のルールに基づいて行い、家庭内での利用は各家庭

のルールに基づいて行う。 

３ 自転車運転中、歩行中は利用しない。電車・バス内では 

公共モラルを守る。 

４ 人の心を傷つけるメールや書込みをしない。 

５ 有害情報サイトへはアクセスしない。 


